
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災に遭われた方へ 

 この度は火災の被害を受けられたことについて、心からお見舞

い申し上げます。 

 この手引きは、今回の火災で被害を受けられた方が、一日も

早く通常の生活に戻れるよう、火災の後に必要となる手続きを

まとめたものです。 

 全ての手続きについて網羅しているものではありませんが、

担当の窓口を記載していますので、まずはそちらにご相談くだ

さい。 

小山市消防本部 



１．消防署で行う手続き 

 

内容 問い合わせ先 

【り災申告書の提出、り災証明書の発行】 

「り災申告書」は、消防機関が火災による損害状況を

把握するために提出してもらうものです。火災原因調査

時等に説明しますので、速やか（概ね１０日以内）に管

轄署所へ提出してください。 

「り災証明書」は、各種手続きや火災保険を受ける際

に必要となる証明書です。申請手続きは小山市消防署が

窓口となりますので、事前に連絡したうえで来署してく

ださい。その際、本人確認できるものの提示や委任状の

提出を求めることがあります。 

  

 

小山市消防署 指揮調査係 

０２８５－３９－６６５９ 

大谷分署 

０２８５－２２－３４５０ 

間々田分署 

０２８５－４５－０００９ 

豊田分署 

０２８５－３７－０１１９ 

桑分署 

０２８５－２３－３４０３ 

絹分遣所 

０２８５－４９－３１１９ 

 

 

２．火災後に必要な手続き（証書類が焼失してしまったとき） 

  まずは、顔写真入りの身分証明書（例：運転免許証、マイナンバーカード）が手元に

あるか確認してください。※多くの再発行手続きに本人確認書類として有効です。 

  運転免許証を焼失してしまった場合、はじめに再発行手続きすることをおすすめしま

す。そのためには、住民票が必要です。 

 

内容  問い合わせ先 

【住民票の交付】 

火災により本人確認書類が焼失してしまった場合に

は、必ず事前にお問い合わせください。 

相談内容をお聞きして手続き方法をお伝えします。 

住民票交付には手数料がかかります。 

 

市民課 窓口係 

 ０２８５－２２－９４０５ 

 

 

 

 

 

 



内容  問い合わせ先 

【運転免許証の再発行】 

保険証、住民票など身分を証明するもの、写真（縦３

ｃｍ横２．４ｃｍの６か月以内に撮影したもの）が必要

です。手数料がかかります。 

運転免許証センター以外で再発行する場合は、２週間

程度かかります。 

 

運転免許証センター 

０２８９－７６－０１１０ 

小山警察署 

０２８５－３１－０１１０ 

 

【マイナンバーカードの再発行】 

本人確認書類と「り災証明書」が必要です。 

本人確認書類は要件が決められているので、お問い合

わせください。 

※お近くの出張所で手続きできます。 

 

市民課 庶務係 

０２８５－２２－９８１４ 

【保険証(国民健康保険、後期高齢医療)の再発行】 

 本人確認書類が必要です。手元になければ「り災証明

書」で受付ができ、後日郵送されます。 

 

 

国保年金課  

国民健康保険係 

０２８５－２２－９４１４ 

後期高齢者医療係 

０２８５－２２－９４１３ 

【基礎年金番号通知書、年金証書の再発行】 

窓口での申請には、本人確認書類が必要です。 

代理人による申請も可能です。事前にお問い合わせく

ださい。 

※令和４年４月から、年金手帳は基礎年金番号通知書

に切り替わりました。 

 

栃木年金事務所 

０２８２－２２－４１３１ 

【印鑑の再登録、印鑑登録証の再発行】 

 登録してある印鑑を廃止し、改めて登録することにな

ります。 

本人確認書類と登録する印鑑が必要です。 

 保証人による登録方法や代理人による登録方法もあり

ますので、必ず事前にお問い合わせください。 

登録と印鑑証明書交付には、手数料がかかります。 

 

市民課 窓口係 

０２８５－２２－９４０５ 

 

【通帳、キャッシュカード、保険証書等の再発行】 

（例）足利銀行 

本人確認書類が必要です。「り災証明書」があれば、

手数料が無料になります。 

 

※詳しい内容は、ご利用の金

融機関、保険会社にお問い合

わせください。 

 



内容  問い合わせ先 

【車両に関連するもの（廃車手続き）】 

 廃車手続きをすることで、翌年度以降の課税対象では

なくなります。 

車種によって、問い合わせ先が異なります。 

⑴ 普通車、軽二輪、二輪 

⑵ 軽自動車 

⑶ 原動機付自転車、農耕車、ミニカー等 

 

※軽二輪：総排気量 125㏄を超え 250㏄以下のもの 

※ミニカー：三輪以上の原動機付自転車で、排気量 20

㏄を超え 50㏄以下（定格出力 0.25kwを超

え 0.6kw以下）のうち、輪距が 50㎝以上

または車室を備えているもの 

 

⑴ 佐野自動車検査登録事務所 

ヘルプデスク 

０５０－５５４０－２０２０ 

（ナビダイヤル「０」「０３７」） 

⑵ 軽自動車検査協会栃木事務所 

佐野支所 

０５０－３８１６－３１０８ 

⑶ 資産税課 土地係 

０２８５－２２－９４３６ 

 

 

３．火災後に受けられる援助 

 

内容  問い合わせ先 

【り災ごみの処理】 

り災ごみは、中央清掃センター等の処理場で処理可能

な物について、無料で受け入れます。 

「り災証明書」を環境課に提出してください。 

担当職員が現地でり災ごみを確認し、日程や運搬車両

を確認した後、り災ごみの搬入を認めます。 

 

環境課 指定袋導入推進室 

廃棄物対策係 

０２８５－２２－９２７６ 

【所得税の減免】 

り災の程度により、所得税が減免されることがありま

す。該当するかは、栃木税務署にお問い合わせください。 

「り災証明書」の提出が必要です。 

 

栃木税務署 

０２８２－２２－０８８５ 

 

 

 

 

 

 

 

 



内容  問い合わせ先 

【市税等の減免】 

関係条例に基づき、市税等が軽減又は免除される場合

があります。 

「り災証明書」を添付し、納期限までに「減免申請書」

の提出が必要です。 

⑴ 市民税・県民税  

⑵ 固定資産税  

⑶ 国民健康保険税 

  介護保険料 

後期高齢者医療保険料 

 

⑴ 市民税課 市民税係  

０２８５－２２－９４２４  

⑵ 資産税課 家屋係  

０２８５－２２－９４３４  

⑶ 市民税課 市税管理係 

０２８５－２２－９４２６ 

 

 

【国民年金保険料の免除】 

住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね

２分の１以上の損害を受け、保険料の納付が困難となっ

た場合、国民年金保険料の納付が免除される制度があり

ます。 

対象の範囲や手続き等については、事前にお問い合わ

せください。 

 

栃木年金事務所 

 ０２８２－２２－４１３１ 

【医療費の減免】 

国民健康保険、後期高齢者医療制度の加入者 

 火災により、住宅や家財などに被害を受けた場合、医療

費（医療機関で支払う一部負担金）が減免されることがあ

ります。 

「り災証明書」を添付し、「減免申請書」の提出が必要

です。 

 

国保年金課  

国民健康保険係 

０２８５－２２－９４１４ 

後期高齢者医療係 

０２８５－２２－９４１３ 

 

【市営住宅の一時入居】 

一時避難所として、市営住宅を利用できる場合があり

ます。所得制限や公募免除などがあるため、担当窓口に

お問い合わせください。 

「り災証明書」の提出が必要です。 

 

建築課 住宅管理係  

０２８５－２２－９２１２ 

 

 


